
平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
日
提
出

質

問

第

一

四

二

号

平
成
二
十
一
年
一
月
の
日
韓
首
脳
会
談
等
に
お
け
る
竹
島
問
題
の
取
り
扱
い
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

鈴

木

宗

男

142



平
成
二
十
一
年
一
月
の
日
韓
首
脳
会
談
等
に
お
け
る
竹
島
問
題
の
取
り
扱
い
に
関
す
る
質
問
主
意
書

「
政
府
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
七
一
第
一
〇
二
号
）
を
踏
ま
え
、
質
問
す
る
。

一

本
年
一
月
十
二
日
に
韓
国
の
首
都
ソ
ウ
ル
で
、
昨
年
十
二
月
十
三
日
に
福
岡
県
太
宰
府
市
で
行
わ
れ
た
、
麻
生
太
郎
内
閣

総
理
大
臣
と
李
明
博
韓
国
大
統
領
に
よ
る
日
韓
首
脳
会
談
（
以
下
、
「
首
脳
会
談
」
と
い
う
。
）
に
つ
き
、
ど
ち
ら
の
会
談

で
も
我
が
国
固
有
の
領
土
で
あ
る
竹
島
が
韓
国
に
よ
り
不
法
占
拠
さ
れ
て
い
る
問
題
は
取
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
理
由
に
つ

い
て
、
こ
れ
ま
で
の
答
弁
書
で
は
「
御
指
摘
の
二
つ
の
会
談
に
お
い
て
は
、
数
多
く
の
問
題
が
扱
わ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
竹

島
問
題
は
取
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
。
」
と
の
答
弁
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
先
の
質
問
主
意
書
で
、
竹
島
問
題
は
我
が
国

の
国
家
主
権
に
関
わ
る
問
題
で
あ
り
、
他
の
数
多
く
の
問
題
の
後
回
し
に
さ
れ
る
様
な
軽
い
も
の
で
は
断
じ
て
な
い
と
考
え

る
が
、
政
府
が
右
の
様
な
答
弁
を
繰
り
返
す
と
い
う
こ
と
は
、
要
す
る
に
政
府
と
し
て
「
首
脳
会
談
」
に
お
い
て
竹
島
問
題

は
重
要
課
題
で
は
な
い
と
認
識
し
て
お
り
、
他
の
数
多
く
の
問
題
の
方
を
優
先
し
、
竹
島
問
題
は
後
回
し
に
し
た
と
い
う
こ

と
を
指
し
て
い
る
と
理
解
し
て
良
い
か
、
「
首
脳
会
談
」
に
お
い
て
竹
島
問
題
は
他
の
諸
問
題
と
比
較
し
、
重
要
度
が
劣
っ

て
い
た
の
か
と
問
う
た
と
こ
ろ
、
「
政
府
答
弁
書
」
で
は
「
先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
一
年
一
月
二
十
三
日
内
閣
衆
質
一
七

一
第
一
七
号
）
二
か
ら
六
ま
で
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
、
御
指
摘
の
会
談
に
お
い
て
は
、
竹
島
問
題
は
取
り
上
げ

一



ら
れ
な
か
っ
た
が
、
政
府
と
し
て
は
、
大
韓
民
国
に
対
し
、
累
次
に
わ
た
り
竹
島
の
領
有
権
の
問
題
に
関
す
る
我
が
国
の
立

場
を
申
し
入
れ
て
き
て
お
り
、
引
き
続
き
こ
の
問
題
の
平
和
的
な
解
決
を
図
る
た
め
粘
り
強
い
外
交
努
力
を
行
っ
て
い
く
考

え
で
あ
る
。
」
と
、
や
は
り
明
確
な
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
日
韓
の
首
脳
が
相
対
す
る
「
首
脳
会
談
」
に
お
い
て
、
我

が
国
の
国
家
主
権
が
侵
害
さ
れ
て
い
る
竹
島
問
題
を
な
ぜ
取
り
上
げ
な
か
っ
た
の
か
、
な
ぜ
他
の
問
題
を
優
先
し
た
の
か
、

そ
の
理
由
を
再
度
問
う
。

二

過
去
の
答
弁
書
で
、
「
大
韓
民
国
に
よ
る
竹
島
の
不
法
占
拠
に
関
し
、
政
府
は
、
同
国
に
対
し
累
次
に
わ
た
り
抗
議
等
を

行
っ
て
き
て
お
り
、
例
え
ば
本
年
に
つ
い
て
は
、
二
月
五
日
に
行
っ
て
い
る
が
、
外
交
上
の
個
別
の
や
り
取
り
の
詳
細
に
つ

い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
同
国
と
の
関
係
も
あ
り
差
し
控
え
た
い
。
」
と
、
昨
年
二
月
五
日
に
政
府
と
し
て
韓
国
側
に

竹
島
問
題
に
つ
い
て
抗
議
を
行
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
が
、
右
の
日
に
ち
の
抗
議
は
、
日
本
側
の
誰
が
韓

国
側
の
誰
に
対
し
て
、
ど
の
場
で
、
ど
の
様
な
機
会
に
お
い
て
行
わ
れ
た
の
か
、
詳
細
に
説
明
さ
れ
た
い
。

三

先
の
質
問
主
意
書
で
、
昨
年
二
月
五
日
以
降
、
政
府
が
韓
国
に
対
し
て
、
同
国
に
よ
る
竹
島
の
不
法
占
拠
を
抗
議
し
た
の

は
い
つ
か
、
そ
の
具
体
的
日
に
ち
及
び
場
所
、
抗
議
し
た
政
府
の
人
物
並
び
に
抗
議
を
受
け
た
韓
国
側
の
人
物
の
官
職
氏

名
、
抗
議
の
具
体
的
内
容
等
、
詳
細
を
説
明
さ
れ
た
い
と
問
う
た
と
こ
ろ
、
「
政
府
答
弁
書
」
で
は
、
「
政
府
と
し
て
は
、

二



大
韓
民
国
に
対
し
、
平
成
二
十
年
二
月
五
日
以
降
も
含
め
、
累
次
に
わ
た
り
竹
島
の
領
有
権
の
問
題
に
関
す
る
我
が
国
の
立

場
を
申
し
入
れ
て
き
て
い
る
が
、
外
交
上
の
個
別
の
や
り
取
り
の
詳
細
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
同
国
と
の
関
係

も
あ
り
差
し
控
え
た
い
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
政
府
が
既
に
昨
年
二
月
五
日
と
い
う
日
に
ち
を
明
ら
か
に
し

て
お
き
な
が
ら
、
そ
の
後
抗
議
し
た
日
に
ち
を
明
ら
か
に
出
来
な
い
の
は
な
ぜ
か
。

右
質
問
す
る
。

三


